
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2024．8．8 

 高齢の患者さんの救急搬送が増加しています。特に内科系の救急患者さんが多く、

尿路感染症・誤嚥性肺炎を繰り返す患者さんです。そんな中、診療報酬改定で今年 6

月から【病態に応じた転院搬送】の仕組みが始まりました。 

 当院救命救急センターでは基本的に診療のお断りはしていませんので、どうしても

救急搬送される患者さんが集中します。ただ、急性期医療を提供するには、医師・看

護師・薬剤師等のコメディカルスタッフの確保やベッドの確保が必要です。当院は全

てが潤沢な状況ではなく、高齢患者さんに対応できる「治し支える医療」が可能な近

隣の医療機関との連携が必要となります。当院で診断し入院加療が必要と判断された

高齢患者さんを連携先の医療機関で治療を開始するシステムが今回紹介した仕組みで

す。仕組みの構築には患者さんや御家族の方々の御理解があっての対応ですのでまだ

まだ周知は足りないなぁと感じています。しかし、事前に連携確認した医療機関と共

に知多半島地区の医療提供体制を守っていきたいと思っています。 

 さあ、明日からも患者さんのため、病院職員のために頑張ります。 

正面玄関ロビーに掲示しているポスターです 


